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申請・問合せ　�〒297-8511　茂原市道表1　令和6年度低所得者支援給付金事務局（９階）�
☎0120-390-585（コールセンター）

価格高騰による負担増を踏まえ、�
令和6年度低所得者支援給付金を支給します

◆申請方法
　対象となり得る世帯に対して、申請書類を順次送付しています。申請書類を確認し、対象世帯であ
る場合は必要事項を記入し、必要書類と併せて返送してください。
※�令和6年7月10日時点の情報を基に送付しています。
※�本給付金は令和5年度と令和6年度の住民税課税状況を比較することで、対象となり得る世帯であ
るか確認しています。令和5年1月2日以降に茂原市へ転入した方については、茂原市では令和5年
度と令和6年度の住民税課税状況を比較することができず、対象となり得る世帯であるか確認でき
ないため、ご自身で課税状況等を確認し、対象世帯である場合は申請してください。
※�申請書類は令和6年度低所得者支援給付金事務局窓口や社会福祉課ウェブページから入
手できます。

◆対　　象

対象となる子ども1人当たり5万円を追加して支給します【10月下旬から振り込み予定】

「令和６年度低所得者支援給付金」の対象となり得る世帯です
1世帯当たり10万円を支給します【申請後30日を目安に振り込み】

生計を同一とする18歳以下（平成18年4月2日以降生まれ）の子どもがいる世帯である

令和6年6月3日に茂原市に住民登録がある いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

課税者の被扶養者等のみで構成される世帯ではない

令和５年度住民税非課税世帯への給付金（７万円）または均
等割のみ課税世帯への給付金（10万円）の給付対象世帯では
なかった

対
象
外

⬇はい

⬇はい

⬇

次のいずれかに該当する世帯
・�世帯全員が令和６年度住民税非課税者である
・�世帯全員が令和６年度住民税均等割のみ課税者である
・�令和６年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成され
る世帯である

はい

⬇はい

⬇さらに

⬇はい
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